
令和７年度指定障害福祉サービス事業所等
集団指導で特にお伝えしたい事項について

和歌山県障害福祉課
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１．障害福祉サービス事業所等に関する県の
事務処理の見直しについて
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１．障害福祉サービス事業所等に関する県の事務処理の見直しについて

【新規指定手続き（予定）】

・令和８年度の下半期を目途として、現行の「事前協議」の前段階の手続として、事業計画書（県が様式を作成）等を元に、
障害福祉サービスに対する法人理念や事業所開設に至った経緯等について、管理者と面談して聴取・確認する「事前面
談」の手続を新たに設けることとする予定です。

【指定更新手続き】

・指定更新申請にあたって県に届け出なければならない事項のうち、既に県に届け出ている内容から変更がないものにつ
いては、原則として関係書類等の提出は求めないこととします。

・指定更新申請にあたって提出が必要な書類については、障害福祉課ホームページに掲載しているチェックリストをご確認く
ださい。

【添付書類の簡略化】

・新規指定申請等にあたって県に届け出なければならない事項とはされていない、基準省令上作成が義務付けられてる書
類（例：業務継続計画）などについては、新規指定申請等の際に提出を求めないこととしますが、代わりにこれらの書類を
適切に作成していること等に関する誓約書の提出を求めることとします。

・雇用関係が分かる書類としては、「雇用及び就業（予定者）証明一覧表及び誓約書」のみの提出を求め、従業者個別の雇
用契約書等の提出は不要とします。また、特に資格を求められない職種として配置される人員に係る本人確認書類の提出
も不要とします。

新規指定手続きの見直し（イメージ）
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事業所運営

事業所運営

○ 障害福祉サービス事業所等に関する県の事務処理について、以下のとおり見直しました（見直す予定で

す）ので、お知らせします。
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○ また、障害福祉サービス事業所等に関する県の事務処理の見直し等に伴い、指定障害福祉サービス事業

等指定申請の手引・指定障害児通所支援事業指定申請の手引、各種様式を改正しました。ただし、新規指

定手続きの見直しに伴う指定申請の手引等の改正については、後日行う予定です。

○ 今回の改正の主な内容は次のとおりです。

【指定申請の手引】

・指定更新について、基本的には既に県に届け出ている内容から変更がない事項については、省略することが

できることとする旨を記載

【各種様式】

・指定更新手続の見直しや添付書類の簡略化等に伴い、チェックリスト等から今後提出を不要とする書類を削除

するなどの調整を行う

指定申請の手引の掲載場所

◆障害者・障害児 指定事業所等 申請・届出：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/shitei_jigyosyo/tetuzuki.html

各種様式の掲載場所

◆各種 申請・届出様式：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/shitei_jigyosyo/yoshiki.html

＜ご参考＞改正等を行った様式目次

１．障害福祉サービス事業所等に関する県の事務処理の見直しについて

・事前協議書（新規指定）

・★チェックリスト（事前協議・新規指定）

・事前協議書（変更）

・★チェックリスト（新規指定）

・★チェックリスト（指定更新）

・★チェックリスト（変更届出）

・（者）★チェックリスト（加算別添付書類）

・（児）★チェックリスト（加算別添付書類）

・＜参考様式６＞雇用及び就業(予定者)証明一覧表及び誓約書

・＜参考様式１５＞事業所運営に係る確認・誓約書（新たに追加）

※様式の名称は障害福祉課ホームページ上のものに合わせています。 5

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/shitei_jigyosyo/tetuzuki.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/shitei_jigyosyo/yoshiki.html


２．情報公表未報告減算について
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２．情報公表未報告減算について

○ 令和７年８月２９日から基本情報、運営情報に加え経営情報の報告が必須に

障害福祉サービス等情報公表システム

○ 令和７年度に報告を求めている経営情報（令和６年度決算情報）について、令和８年３月

末までに報告がなされなかった場合は、都道府県等が報告するよう指導してもなお報告を
行わない場合、未報告の時点（令和８年４月１日）に遡って減算の対象となります。

○ また、令和８年度以降の経営情報の報告については、毎年度必要なものであるため、未

報告の場合は、報告期限翌月から減算の対象となります。

経営情報の報告について

令和８年３月初旬時点で
約４割の事業所が未報告
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３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて

※就労系障害福祉サービス事業所のみご確認ください。
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○ 就労系障害福祉サービスの適切な運営の確保のため、厚生労働省において指定就労継続支援事

業所に関する自治体向けガイドラインが作成されました。

○ 当該ガイドライン自体は、指定権者である自治体向けのものとなっていますが、就労継続支援事業

に関して、全国的にどのような点が問題視されているのかや、運営上留意しなければならない事項

なども記載されています。

＜ガイドラインを踏まえた県の指定審査や運営指導等において対応が想定される事項の例＞

➢ 新規指定申請前の事前説明・事前確認を実施

法人の障害者支援に対する理念・支援方針、支援に必要な知識・遵守事項の理解等を確認

➢ 事業計画書審査の適正化

地域の支援ニーズがあるか、利用者募集に誘因行為がないか、生産活動は適切か等を審査

➢ 収支予算審査の適正化

生産活動シート等の活用により、利用者に継続的に賃金・工賃を支払える収入の見込み等を審査

○就労系障害福祉サービス事業所におかれましては、当該ガイドライン全体の内容を踏まえ、事業所

の運営状況について改めて確認等をしていただきますようお願いします。

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて

ガイドラインの作成について

厚生労働省ホームページのご案内

◆指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66591.html

※ガイドラインの一部抜粋を本資料に掲載していますが、必ずガイドライン全体の確認をお願いします。 9

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66591.html


※厚生労働省ホームページから資料を引用

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて
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※厚生労働省ホームページから資料を引用

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて
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※厚生労働省ホームページから資料を引用

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて
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※厚生労働省ホームページから資料を引用

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて
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※厚生労働省ホームページから資料を引用

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて
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※厚生労働省ホームページから資料を引用

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて
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※厚生労働省ホームページから資料を引用

３．指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の
把握・指導のためのガイドラインについて
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４．利益供与等の禁止について
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４．利益供与等の禁止について

① 障害福祉サービス事業者等の紹介・選択が公正中立に行われるよう、基準省令において、

利益供与等の禁止について規定されています。これは、障害福祉サービス等は、利用者等

自らサービスの内容や質に基づき選択し、利用すべきものであり、こうした利用者等の意思

決定を歪めるような誘因行為について禁止する趣旨によるものです。

② 当該規定の「障害福祉サービスの事業を行う者等」は、障害福祉サービス事業者等以

外の者を含むものであり、例えば、障害福祉サービス事業者等が、当該サービスの利用

希望者を紹介した者（障害福祉サービス事業者等以外の者）に対し、その対償として、金

品等の利益の供与を行うことは、当該規定に違反するものであることから、ご留意いただき

たい。

③  障害福祉サービスは、障害者が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、

障害者が自ら障害福祉サービスのサービス内容や質に基づき利用の可否を判断するも

のである。このため、障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為な

ど行ってはならない。

【参 考】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準について（平成18年12月６日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

【第3 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 3 運営基準 (28)利益供与等の禁止】

【第10 就労移行支援 3 運営に関する基準 (7)利益供与等の禁止】

を参照してください。

なお、他のサービスにおいて当該規定が準用され、又は同様の規定が設けられているので留意してください。
18



○ 指定障害福祉サービス事業者が、当該サービスの利用希望者を紹介した者（障害福祉

サービス事業者以外の事業者）に対し、その対償として、金品等の利益の供与を行うこと

○ 利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与すること

○ 障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝

い金を授与すること

○ 障害福祉サービスの利用開始（利用後一定期間経過後も含む。）に伴い利用者に祝い金

を授与すること

○ 利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと

国の通知では、具体例として

○ 交通費や昼食費を無料と謳い、障害者の意思決定を歪めるような誘因行為を行うこと

○ 欠席しなかった利用者に対して、皆勤賞等の祝い金を授与すること

が示されていますが

なども同様と解されます。

４．利益供与等の禁止について

19



５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について
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５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について

【課題】

働く世代の人口の減少が進み、引き続き障害福祉分野での人材のひっ迫が見込まれる中、質の高いサービスを安定
的・継続的に提供できるようするためには、従来通りの方法の継続だけでく、テクノロジーの導入や業務の見直し等を
進めていくことが重要です。

【解決方法の１つとして】

○ICT機器（インカム（音声入力）、見守りセン
サー、ナースコール、スマートフォン等を導入
し、業務の改善や効率化を進めること

○小規模な事業所が共同でのICT機器の導入
をするなど業務の協同化を進めること

〇働きやすい環境整備を進めること

【成果】

○業務改善や効率化で生み出した時間を利用
し、利用者と接する時間の増加や、休暇の取
得促進、研修機会の増加につながる

○サービスの質の向上に加え、人材確保や定
着にもつながる

【和歌山県人口の将来推計】
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５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について

※令和７年５月19日「第120回介護保険部会」 資料３より
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５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について

※令和７年５月19日「第120回介護保険部会」 資料３より
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事例紹介：社会福祉法人ひだまり（滋賀県）

５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について
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事例紹介：社会福祉法人ひだまり（滋賀県）

５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について
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事例紹介：社会福祉法人ひだまり（滋賀県）

５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について
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事例紹介：社会福祉法人ひだまり（滋賀県）

（申し送り事項を入力している様子）

５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について
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事例紹介：社会福祉法人ひだまり（滋賀県）

各
利
用
者
名

（各利用者の状態を確認している様子）

５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について
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５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について

※令和７年２月10日第３回「2040に向けたサービス提供体制等の在り方」検討会 資料より
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※令和７年２月10日第３回「2040に向けたサービス提供体制等の在り方」検討会 資料より

５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について

30



５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について

※令和７年２月10日第３回「2040に向けたサービス提供体制等の在り方」検討会 資料より
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５．障害福祉分野等におけるＩＣＴ先進事例について

※令和７年２月10日第３回「2040に向けたサービス提供体制等の在り方」検討会 資料より
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６．障害福祉サービス事業所等における業務改善等に
活用可能な補助金等について
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６．障害福祉サービス事業所等における業務改善等に活用可能な補助金等について

○ 障害福祉サービス事業所等における業務改善等に活用可能な補助金等の例として、業務改善助成金（厚生

労働省）やデジタル化・ＡＩ導入補助金（旧ＩＴ導入補助金、中小企業庁）などがありますので、業務効率化等を

検討される際の参考としていただければと思います。なお、各補助金等の内容や実際の申請等については、当

該補助金等を所管する機関・団体等に確認・お問合せをお願いします。

各種補助金等に係る概要資料等のご紹介

◆「賃上げ」支援助成金パッケージ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html

◆雇用・労働分野の助成金のご案内：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html

◆中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポｐｌｕｓ」：https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/

◆競輪とオートレースの補助事業:https://hojo.keirin-autorace.or.jp/

【概要】

・事業場内で最も低い賃金を３０円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にか

かった費用の一部を助成

【活用可能と考えられる事例】

・支援記録ソフト、請求システム、勤怠管理システム等の導入、インカムなどコミュニケーション機器の導入 など

業務改善助成金（厚生労働省（労働局））

【概要】

・業務効率化やDX等に向けたＩＴツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金

【活用可能と考えられる事例】

・支援記録ソフト、勤怠管理システム等の導入、請求システム等の導入 など

デジタル化・AI導入補助金（中小企業庁）

34
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